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(57)【要約】
【課題】「不正行為の実行」を早期に発見することがで
きる遊技機用制御基板収納ケースと、かかる遊技機用制
御基板収納ケースを備える遊技機を提供する。
【解決手段】ケース本体（第１のケース本体）８２とケ
ース本体８２から突出する封止本体８７ｃとを具備する
ケース部材（第１のケース部材）８１と、カバー本体（
第２のケース本体）９２１とカバー本体９２１から突出
する封止本体９２２ｄを具備するカバー部材９２とを備
える。ケース本体９２１及びカバー本体９２１により内
部に制御基板を収納する収納体を構成するとともに、重
ね合わせた状態とされる封止本体８７ｃ及び封止本体９
２２ｄを封止ピン（連結部材）９６で連結して封止され
る。封止本体８７ｃと封止本体９２２ｄとの重ね合わせ
部の周囲に保護壁５００を設ける。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のケース本体と該第１のケース本体に設けられる第１の封止部とを具備する第１の
ケース部材と、
　第２のケース本体と該第２のケース本体に設けられる第２の封止部とを具備する第２の
ケース部材と、を備え、
　前記第１のケース本体及び前記第２のケース本体により遊技機用制御基板を内部に収納
する収納体を構成するとともに、重ね合わせられる前記第１の封止部及び前記第２の封止
部を連結部材で連結することにより封止される遊技機用制御基板収納ケースであって、
　前記第１の封止部と前記第２の封止部との重ね合わせ部の周囲に障害部を設けたことを
特徴とする遊技機用制御基板収納ケース。
【請求項２】
　前記第１の封止部は前記第１のケース本体の周縁部から突出する状態に設けられ、前記
第２の封止部は前記第２のケース本体の周縁部から突出する状態に設けられるとともに、
　前記障害部は、前記重ね合わせ部を囲む壁状に形成されることを特徴とする請求項１に
記載の遊技機用制御基板収納ケース。
【請求項３】
　前記第１の封止部及び前記第２の封止部が複数組設けられ、
　前記封止の際に、各組の前記第１の封止部及び前記第２の封止部が各々別個の連結部材
で連結され、
　各組の前記第１の封止部及び前記第２の封止部の各々に対して、障害部を備えることを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の遊技機用制御基板収納ケース。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の遊技機用制御基板収納ケースを備えることを特
徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機用制御基板収納ケースと、かかる遊技機用制御基板収納ケースを有す
る遊技機に関し、セブン機、羽根物、権利物等の弾球遊技機や、スロットマシン（若しく
はパチスロ）と称される回胴式遊技機に対して適用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機や回胴式遊技機は、遊技を制御するための遊技機用制御基板（以下、「制御
基板」という。）を備えている。そして、この種の制御基板の中には、種々の目的で、所
定の遊技機用制御基板収納ケース（以下、「制御基板収納ケース」という。）に収納して
用いられるものがある。例えば、第１のケース部材及び第２のケース部材を具備する制御
基板収納ケースに制御基板を収納して用いることがある。
【０００３】
　ところで、弾球遊技機や回胴式遊技機においては、例えば、制御基板に実装された電子
部品（ＲＯＭ等）を不正な電子部品（ＲＯＭ等）に交換したり、制御基板そのものを不正
な制御基板に交換するいう不正行為等を防止することが要求される。また、仮に、この種
の不正行為が行われた場合においても、当該「不正行為の実行」を早期に発見可能である
ことが要求される。
【０００４】
　このため、図２８（ａ）に示すように、第１のケース部材５００Ａに設けられる第１の
封止部５０１Ａと、第２のケース部５１０Ａに設けられる第２の封止部５１１Ａとを連結
部材（ビス等）５７０Ａで連結固定して制御基板収納ケースを封止するとともに、連結部
材（ビス等）５７０Ａの頭部をキャップ５８０Ａ等で被覆することが行われている（特許
文献１を参照、以下「従来例」という。）。これにより、第１のケース部材５００Ａと第
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２のケース部５１０Ａとを分離することが困難となる。
【特許文献１】特開平１０－２９０８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この従来例には以下のような問題点が存在する。例えば、不正行為者が、工具
（ディスクグラインダー等）５９０Ａを使用して連結部材５７０Ａを破壊しようと考える
場合、第１の封止部５０１Ａと第２の封止部５１１Ａとの重ね合わせ部（重ね合わせ面）
５５０Ａに存在する僅かな隙間（図中、第１の封止部５０１Ａの底面と、第２の封止部５
１１Ａの上面との間の隙間）Ｓ８が不正行為者にターゲットとなり易い。そして、この重
ね合わせ部（重ね合わせ面）５５０Ａに沿って工具５９０Ａを挿入させ、図２８（ｂ）に
示すように、第１の封止部５０１Ａと第２の封止部５１１Ａを連結している連結部材５７
０を破壊した場合、工具５９０Ａを挿入させた痕跡（以下、「切断部」という。）５９５
が、元々重ね合わせ部（重ね合わせ面）５５０Ａであった位置において制御基板収納ケー
ス外に露呈することになる。
【０００６】
　この場合、パチンコホールの店員等が、制御基板収納ケースの外観を目視で観察しても
、切断部５９５部が不正行為により形成された切断部５９５部であるのか、元々存在して
いた隙間Ｓ８であるのかを直ちに判別することは必ずしも容易ではない。このため、不正
行為の早期発見が困難な場合がある。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、その目的とするとこ
ろは、「不正行為の実行」を早期に発見することができる制御基板収納ケースと、かかる
制御基板収納ケースを備える遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の制御基板収納ケースは、
　第１のケース本体と該第１のケース本体に設けられる第１の封止部とを具備する第１の
ケース部材と、
　第２のケース本体と該第２のケース本体に設けられる第２の封止部とを具備する第２の
ケース部材と、を備え、
　前記第１のケース本体及び前記第２のケース本体により遊技機用制御基板を内部に収納
する収納体を構成するとともに、重ね合わせられる前記第１の封止部及び前記第２の封止
部を連結部材で連結することにより封止される制御基板収納ケースであって、
　前記第１の封止部と前記第２の封止部との重ね合わせ部の周囲に障害部を設けたことを
特徴とする。
【０００９】
　請求項１の発明で、障害部が重ね合わせ部の周囲に設けられているため、工具で（ディ
スクグラインダー等）を重ね合わせ部に沿って挿入させ、連結部材を破壊しようとすると
、先ず、第１の封止部及び第２の封止部とは別に構成される障害部が破壊される。一方、
パチンコホールの店員等が正当に制御基板収納ケースを開封する場合、障害部が破壊され
ないため、障害部の破壊の有無により、不正行為が行われた否かを判断することが容易で
ある。よって、請求項１の発明の制御基板収納ケースによると、「不正行為の実行」を早
期に発見することができる。
【００１０】
　尚、請求項１の発明によると、不正行為者が不正行為を試みたが中途で断念した場合も
、障害部に破損を生ずるため、パチンコホールの店員等が不正行為が試みられた痕跡を発
見することが容易である。このため、請求項１の発明によると、例えば、対象となる遊技
機が不正行為者のターゲットとなり易い機種であるか否か等を判別することも容易である
。
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【００１１】
　ここで、各請求項の発明において、障害部の構成を種々選択することができる。例えば
、障害部は重ね合わせ部を囲む壁状とされてもよいし、重ね合わせ部の周囲に単数若しく
は複数個配置される部材（例えば、柱状の部材）で構成してもよい。尚、障害部を透明な
素材（例えば、透明な合成樹脂）によって構成することが望ましい。蓋し、障害部が透明
であると、第１の封止部及び第２の封止部に工具を用いた切断部が存在することも、障害
部を透して判別することができるからである。
【００１２】
　また、各請求項の発明において、重ね合わせられる第１の封止部及び第２の封止部（重
ね合わせ部）の縁部と、障害部との間には隙間部（空間部）が形成されることが望ましい
。蓋し、障害部と、第１の封止部の縁部及び第２の封止部との間に隙間部が形成されてい
ると、障害部が破壊されたことを確認することが一層、容易であるからである。特に、障
害部が、第１の封止部及び第２の封止部との間に隙間を形成しつつ、第１の封止部及び第
２の封止部の縁部を包囲する状態（壁状体若しくは連続配置される柱状体）として構成す
る場合には、障害部が破壊されたことを確認することがより一層、容易である。蓋し、「
第１の封止部及び第２の封止部の縁部で露呈する切断部の開口部」よりも、障害部が破壊
されることによる痕跡の方が大きくなる（例えば、一周り、二周り等大きくなる）ため、
パチンコホールの店員等にとって、発見することがより一層容易となるからである。
【００１３】
　尚、各請求項の発明において、障害部は、第１のケース本体又は第２のケース本体と一
体にされていてもよいし、別々とされてもよい。また、第１の封止部及び第２の封止部は
、第１のケース本体及び第２のケース本体の１箇所に設けられてもよいし、複数箇所に設
けられてもよい。例えば、第１のケース本体及び第２のケース本体が略矩形の平面形状を
備える場合、対向配置される一対の縁部に第１の封止部及び第２の封止部を設け、各縁部
毎に障害部を設けてもよい。
【００１４】
　請求項２に記載の制御基板収納ケースは、請求項１に記載の制御基板収納ケースにおい
て、
　前記第１の封止部は前記第１のケース本体の周縁部から突出する状態に設けられ、前記
第２の封止部は前記第２のケース本体の周縁部から突出する状態に設けられるとともに、
　前記障害部は、前記重ね合わせ部を囲む壁状に形成されることを特徴とする。
【００１５】
　請求項２の発明では、障害部が重ね合わせ部を被う壁状に形成されているため、重ね合
わせ部の延長上どちらの方向から工具を挿入しても、確実に障害部を破壊することとなり
、「不正行為の発見」をより確実に行うことができる。尚、請求項２の発明において、重
ね合わせ部の突出側周縁部（重ね合わせ部における第１のケース本体及び第２のケース本
体と一体化する基端側の縁部を除く、周縁部）を包囲する壁状の障害部（保護壁）を例示
することができる。
【００１６】
　請求項３に記載の制御基板収納ケースは、請求項１又は２に記載の制御基板収納ケース
において、
　前記第１の封止部及び前記第２の封止部が複数組設けられ、
　前記封止の際に、各組の前記第１の封止部及び前記第２の封止部が各々別個の連結部材
で連結され、
　各組の前記第１の封止部及び前記第２の封止部の各々に対して、障害部を備えることを
特徴とする。
【００１７】
　請求項３の発明によると、第１の封止部と、第２の封止部と、障害部とが複数個設けら
れているため、不正行為者は各々の箇所において障害部を破壊することになる。このため
、「不正行為の発見」を更に容易に行うことができる。また、不正行為者にとっては、複
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数箇所で不正行為（障害部や連結部材等の破壊）を行うことを強いられるため、不正行為
者の側が、「不正行為の実行」を回避する可能性がある。
【００１８】
　各請求項の発明においては、第１の封止部と第２の封止部とを複数設け、重ね合わせ部
が複数箇所設けられる場合、複数の重ね合わせ部を守備範囲（例えば、包囲する。）とす
る障害部（例えば、保護壁）を設けることができる。この場合、１つの障害部（例えば、
保護壁）を共有する「重ね合わせ部の組み合わせ」が複数組存在してもよい。そして、こ
の場合、制御基板収納ケースに際して、各組を構成する複数の第１の封止部と第２の封止
部が同時に使用されてもよいし、封止を行う毎に別々に使用されてもよい。
【００１９】
　各請求項の発明においては、第１の封止部と第２の封止部とに連結部材の装着箇所を１
つだけ設けてもよいし、複数設けてもよい。例えば、第１の封止部に複数個の第１の孔を
設け、第２の封止部に複数個の第２の孔を設けるとともに、第１の封止部と第２の封止部
とを重ね合わせる際に、対応関係にある第１の孔と第２の孔とを連通させる。そして、所
定の１組の「第１の孔と第２の孔とに対して、第１の孔及び第２の孔の順で、若しくは、
その逆の順で、連結部材（ビス等）を装着することで、第１の封止部と第２の封止部とを
連結してもよい。この場合、１度の封止に際して、１組の「第１の孔及び第２の孔」に連
結部材（ビス等）を装着してもよいし、１度の封止に際して、複数組の「第１の孔及び第
２の孔」に連結部材（ビス等）を装着してもよい。また、請求項３の発明のように、第１
の封止部と第２の封止部とを複数組設ける態様においても、各組の毎に複数組の「第１の
孔及び第２の孔」を備えてもよい。
【００２０】
　請求項４に記載の遊技機は、請求項１～３の何れか一項に記載の制御基板収納ケースを
備えることを特徴とする。
【００２１】
　請求項４の発明によると、「不正行為の実行」を早期に発見することができる制御基板
収納ケースを備える遊技機を得ることができる。尚、請求項４の発明は遊技機は、弾球遊
技機（パチンコ機）であってもよいし、スロットマシン（若しくはパチスロ）と称される
回胴式遊技機であってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　以上記述したように請求項１～３の各発明によれば、「不正行為の実行」を早期に発見
することができる制御基板収納ケースを得ることができる。また、請求項４の発明によれ
ば、「不正行為の実行」を早期に発見することができる制御基板収納ケースを備える遊技
機を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための最良の形態を示す実施例について図面に基づいて説明する
。以下に示す各実施例では、各請求項に係る発明を、「セブン機」と称する遊技機（パチ
ンコ機）１に適用した各具体例について説明する。
【００２４】
（１）機械的な構造
　ａ．遊技機の前面側の全体構造
　先ず、この遊技機１の全体構造について、図１～図３を参照して説明する。この遊技機
１は、図１及び図２に示すように、外枠２と、この外枠２に装着された遊技機本体Ｈと、
を備えている。
【００２５】
　外枠２は、パチンコホールの島設備に設けられた設置部位に固定されると共に遊技機本
体Ｈを支持するためのものである。この外枠２は、略矩形状の枠状体によって構成される
外枠本体２１（図１及び２を参照）と、外枠本体２１の前面下部を覆う前板部２２とを備
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えている。
【００２６】
　遊技機本体Ｈは、外枠２の左端側上下のヒンジＨ１、Ｈ２（図１を参照）を用いて、外
枠２の左端側に回動自在に組み付けてられている。この遊技機本体Ｈは、遊技機１のうち
で外枠２を除く部分であって、図１に示すように、本体枠３と、前面枠（ガラス扉枠）４
と、上皿部材５と、下皿部材６と、遊技盤１０（図４を参照）と、裏機構盤１０２（図６
を参照）等を主要部としている。
【００２７】
　本体枠３は、図３に示すように、外枠２に嵌めこまれ、外枠２に対して開閉可能に軸支
されている。尚、本体枠３の右端側には、施錠装置７が装着されている。この施錠装置７
は、本体枠３を外枠２に施錠したり、前面枠４や上皿部材５を本体枠３に施錠するために
用いられる。
【００２８】
　本体枠３は、全体がプラスチック製であり、図３に示すように、枠状体によって構成さ
れている。この本体枠３は、上半部に窓部３Ｍを備える枠本体部３ｂと、枠本体部３ｂの
裏面部から略矩形枠状に突出する突出部３ｃとを備える。そして、本体枠３は、この突出
部３ｃを用いて遊技盤１０を保持するための保持部を構成している。つまり、突出部３ｃ
の突端面であって、窓部３Ｍの左方側の上下と、窓部３Ｍの右方側の上下には保持具３ｆ
が回動可能な状態で装着されている。そして、遊技盤１０の前面部を前方に向けつつ突出
部３ｃに嵌合するとともに、保持具３ｆの突端部を遊技盤１０の後面部に当接させると、
遊技盤１０が本体枠３により保持される。
【００２９】
　本体枠３が遊技盤１０を保持したとき、「遊技盤１０の前面部１０ａに構成される遊技
領域１１」を、窓部３Ｍによって本体枠３の前方から視認することができる。また、遊技
盤１０の背面部には、裏機構盤１０２（図６参照）が装着され、この背面部を覆う状態と
されている。
【００３０】
　前面枠４は、図１に示すように、本体枠３の前面側に配置され、本体枠３の左端に開閉
可能に支持されている。この前面枠４はその中央部に視認窓４１ａを備えている。この視
認窓４１ａは前面枠４の前後に貫通する状態に設けられ、遊技盤１０の盤面に形成された
遊技領域１１（図４参照）の外周形状に対応して略円周状に開設されている。そして、前
面枠４を閉じたときにその背後に配置される遊技領域１１が、この視認窓４１ａによって
前方から視認可能とされる。
【００３１】
　前面枠４は、図１に示すように、枠本体４１と、この枠本体４１に装着されるガラス板
４３と、ガラス板４３を枠本体４１に保持させるための保持具（図示を省略）とを備える
。また、前面枠４の上端部側の左右には、各々スピーカＳＰ１、ＳＰ２（図８参照）が内
蔵されている。また、本遊技機１においては、前板部２２の左右両端にも、スピーカＳＰ
３、ＳＰ４（図８参照）が内蔵されている。そして、本遊技機１においては、これらのス
ピーカＳＰ１～ＳＰ４を用いて、遊技状態に応じた効果音その他の音（音声）を発生させ
る。
【００３２】
　遊技機本体Ｈの前面部のうちで前面枠４の下方の部位には、上皿部材５と下皿部材６と
が設けられている。すなわち、上皿部材５は前面枠４の下方に配置され、その略容器形状
とされる内部に遊技機１から排出される遊技球を受け入れるための受入口５ｂを備えてい
る。尚、上皿部材５の裏側には、球貸表示基板４１０（図７参照）及び演出ボタン基板２
２８（図８参照）が設けられ、上皿部材５の上面部には「球貸操作部５ｃ」と操作スイッ
チＳＷとが配置されている。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、下皿部材６は上皿部材５の下方に配置されている。この下
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皿部材６の略中央には、その略容器形状とされる内部に上皿部材５から排出される遊技球
を受け入れるための受入口６ａを備えている。また、下皿部材６の左端には灰皿６ｂが設
けられ、下皿部材６の右端には発射ハンドル９が設けられている。また、下皿部材６の底
面には球抜き孔（図示を省略）が設けられ、下皿部材６に貯留された遊技球を遊技機１か
ら排出する際に開放状態とされる。
【００３４】
　発射ハンドル９は発射装置ユニット（図示を省略）に接続されている。この発射ハンド
ル９には、遊技者がハンドルに触れていることを検出するタッチスイッチ９ａが装着され
ており、その近傍には、遊技球の発射を一時的に停止するための発射停止スイッチ９ｂが
装着されている。また、遊技機１の左端側には、プリペイドカードユニットが設けられて
いる（図示を省略）。
【００３５】
　ｂ．遊技盤１０の構成
　次に、遊技盤１０の構成について図４等を用いて説明する。この遊技盤１０は正面視で
略矩形状の合板を用いて構成される遊技盤本体１０Ａと、この遊技盤本体１０Ａに装着さ
れる各種の盤部品（外側レール１２、内側レール１３、メイン役物装置２０等）が装着さ
れている。尚、この遊技盤本体１０Ａの前面部には、セル画が印刷されたシート状物が貼
着されているが図示を省略する。
【００３６】
　遊技盤本体１０Ａは、正面視で略円形とされる領域形成部１０Ｂと、領域形成部１０Ｂ
の周囲に位置する領域外部１０Ｃとを備える。また、遊技盤本体１０Ａの前面部には、と
もに帯状の金属板を用いて構成される外側レール１２と、内側レール１３とが配設されて
いる。そして、領域形成部１０Ｂの前面部は、この外側レール１２及び内側レール１３が
形成する略円形の周壁によって略包囲されつつ、遊技領域１１を構成している。
【００３７】
　この領域形成部１０Ｂ（つまり、遊技盤１０において遊技領域１１内に位置する部位）
には、メイン役物装置２０と、普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１６と、始動入賞
装置１７と、下部装置３０と、左下表示装置５０と、右下表示装置６０と、４個の一般入
賞装置４０、４１、４３、４４と、多数の障害釘（図示を省略）と、風車１９等が配設さ
れている。
【００３８】
　メイン役物装置２０は、取付部材（化粧板）２１と、中央表示装置２７とを備えている
。このうち、取付部材２１は、領域形成部１０Ｂの前面部に装着される板状体によって構
成され、遊技領域１１の上半部のうちで、左端側を除く部位を構成している。この取付部
材（化粧板）２１には、窓部形成孔２１ｄが設けられている。そして、この窓部形成孔２
１ｄは、正面視で略矩形状の表示窓２１ｅを構成している。
【００３９】
　取付部材２１の頂部から右側縁部の下端に至る部位は、外側レール１２に近接し、頂部
から左側縁部の上端に至る部位には、上部装飾部材２１ｎが前方に突出する状態に装着さ
れている。また、取付部材２１の左側縁部には、左側装飾部材２１ｑが前方に突出する状
態に装着され、取付部材２１の下縁部には、ステージ部材２１ｐが前方に突出する状態に
装着されている。
【００４０】
　左側装飾部材２１ｑは、内部に遊技球通路（図示を省略）が形成された造形物２１ｒを
備えている。この遊技球通路の進入口は、左斜め上方に向かって開口し、遊技領域１１を
流下する遊技球を、この進入口で受け入れ、メイン役物装置２０の内部に進入させる。
【００４１】
　ステージ部材２１ｐは、その上面部によって、遊技球の転動面を構成する。この転動面
は、左右の端部から中央部に向かって下する傾斜面として構成されている。但し、転動面
の中央部では、上方に向かって僅かに隆起する隆起部とされている。また、ステージ部材
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２１ｐには、転動面上の遊技球を、メイン役物装置２０の外部に排出するための排出通路
が設けられている。尚、排出通路の入口部２１ｕは、転動面の中央部の背後において、こ
の中央部と連続する位置で開口し、排出通路の出口部２１ｖは、この中央部よりも下方の
位置で開口している。
【００４２】
　本実施例では、遊技領域１１を流下し、メイン役物装置２０の内部に進入した遊技球は
、転動面の左端部に到達し、転動面上を右方向に転動し、更に、左方向に転動する。そし
て、遊技球の勢いを衰えたところで、この遊技球は、排出通路を通過してメイン役物装置
２０外に排出されるか、或いは、転動面の前縁部から、メイン役物装置２０外に排出され
る。尚、出口部２１ｖの直下に、後述する始動入賞装置１７が位置している。
【００４３】
　中央表示装置２７は、後述する右下表示装置６０と同様に、可変表示装置の具体例を構
成する。但し、この中央表示装置２７においては、右下表示装置６０における特別図柄の
変動表示および停止表示に連動する演出表示（変動表示および停止表示）を実行する。尚
、本実施例では、右下表示装置６０が、本図柄（特別図柄の一具体を示す。）を表示する
ための「可変表示装置」を構成し、中央表示装置２７が、疑似図柄（特別図柄の他の具体
例を示す。）を表示するための「可変表示装置」を構成する。
【００４４】
　中央表示装置２７の表示画面２７ａは可変状態に用いられ、その全体、若しくは、一部
を用いて種々の図柄を表示可能である。この表示画面２７ａには、３つの疑似図柄表示部
が出現し、これらの疑似図柄表示部において「３桁の疑似図柄」を用いた変動表示（順次
、変更される疑似図柄の表示）と、停止表示（停止した疑似図柄の表示）等がなされる。
【００４５】
　普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１６は、遊技領域１１において、メイン役物装
置２０の左側方に位置する部位に配設されている。また、この普通図柄作動ゲート１６内
には普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６ｓ（図７参照）が配設されている。そして
、普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６ｓを遊技球が通過することを前提に、「普通
図柄の変動開始条件」が成立すると、左下表示装置５０（後述する。）において、普通図
柄の変動表示（具体的は、普通図柄用のランプ装置の点滅表示）を開始する。そして、普
通図柄の変動開始後、所定の変動時間を経過すると、普通図柄の確定表示（点灯、若しく
は、消滅）がなされる。そして、普通図柄の当り表示（点灯表示）がなされると、普通電
動役物１７（後述する。）が、所定時間（例えば、０．５秒）開放駆動される。
【００４６】
　始動入賞装置１７は、ステージ部２１ｄの排出路の直下に位置する部位に配設されてい
る。そして、第１の始動入賞部１７ａと、第２の始動入賞部１７ｂとを上下に配設した構
成を備える。このうち、第１の始動入賞部１７ａは、上方に開口部、つまり、第１の始動
口を開口させたポケット形状を備えている。この第１の始動口は、排出通路の出口部２１
ｖの直下に位置するため、排出通路を通過した遊技球は、この第１の始動口を通じて、始
動入賞装置１７に入賞する確率が高くされている。
【００４７】
　第２の始動入賞部１７ｂは、第１の始動入賞部１７ａの略直下に位置すると共に、入口
側部分に普通電動役物を備えている。この普通電動役物は、いわゆるチューリップ式で左
右に一対の翼片部が開閉するべく形成されている。つまり、第２の始動入賞部１７ｂは、
この一対の翼片部を作動させるための普通電動役物ソレノイド１７ｃ（図７参照）を備え
ている。そして、この一対の翼片部が左右に開くと、遊技球の入球可能性が大きくなる開
放状態となり、一対の翼片部が立設され、遊技球の入球可能性が小さくなる通常状態とな
る。
【００４８】
　始動入賞装置１７の内部には、第１の始動入賞部１７ａ、若しくは、第２の始動入賞部
１７ｂを遊技球の通過を検出する始動入賞検出スイッチ１７ｓ（図７参照）が配設されて
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いる。つまり、第１の始動入賞部１７ａに入賞した遊技球と、第２の始動入賞部１７ｂに
入賞した遊技球は、始動入賞装置１７内の同一の通路（図示を省略）を通過し、この通路
の経路途中に配設された始動入賞検出スイッチ１７ｓによって検出される構成となってい
る。
【００４９】
　下部装置３０は、始動入賞装置１７の下方に配設されている。この下部装置３０は、可
変入賞装置（大入賞装置）３１によって構成されている。この可変入賞装置３１は、遊技
盤１０の前面部１０ａに装着された取付板部３１ｋを備える。この取付板部３１ｋは、略
中央部において平面形状が略帯状の開口部を表裏を貫通する状態に備え、この開口部によ
って大入賞口３１ａを構成している。そして、この大入賞口３１ａの後端部は、「大入賞
口入賞通路（大入賞口３１ａから入賞する遊技球を通過させるための通路であり、図示を
省略する。）」に連絡されている。
【００５０】
　そして、可変入賞装置（大入賞装置）３１は、この大入賞口３１ａを開放・閉鎖するた
めの開閉板３１ｂと、この開閉板３１ｂを駆動するための大入賞口ソレノイ３１ｃ（図７
参照）と、大入賞口入賞通路の経路途中若しくは経路端末部に設けられた入賞球検出スイ
ッチ３１ｓ（図７参照）と、を備えている。この可変入賞装置（大入賞装置）３１は、開
閉板３１ｂが起立姿勢となると、この開閉板３１ｂが大入賞口３１ａを閉鎖するため、可
変入賞装置（大入賞装置）３１への遊技球の入賞が不可能となる。一方、開閉板３１ｂが
、その下端部を支点に前方に傾動して前傾姿勢となると、大入賞口３１ａを開放されると
共に、開閉板３１ｂの後面部（背面部）が遊技領域１１を流下し、可変入賞装置（大入賞
装置）３１へ到達した遊技球を、大入賞口３１ａに誘導する誘導部を構成する。
【００５１】
　左下表示装置５０は、可変入賞装置（大入賞装置）３１の左側方に配置されている。こ
の左下表示装置５０は、図５（ａ）に示すように、略円弧状に構成されると共に、遊技盤
１０の前面部に取り付けられる取付板５１を備えている。そして、この取付板５１には、
普通図柄保留表示部５２と、特別図柄保留表示部５３と、遊技状態表示部５５と、普通図
柄表示部５６とが設けられている。
【００５２】
　普通図柄保留表示部５２は、２個のＬＥＤを用いて構成され、所謂「普通図柄に関する
保留数」を、４個を上限として表示するものである。つまり、「普通図柄作動ゲート（普
通図柄作動口）１６を通過したが、未だ、未消化の遊技球の数（即ち、保留数）」を、４
個上限数として表示すると共に、未消化の遊技球が消化される毎に、「未消化の遊技球の
数（即ち、保留数）」を、順次、デクリメントして表示するものである。ここで、普通図
柄に関する「未消化の遊技球（つまり、保留球）」とは、普通図柄作動ゲート（普通図柄
作動口）１６を通過したが、後述する普通図柄表示部５６において、当該通過に伴う当否
抽選の結果の表示（抽選結果図柄の確定表示）と、これに先行する変動表示（本実施例で
は、ＬＥＤを用いて点滅表示）とがなされていない遊技球を指す。
【００５３】
　特別図柄保留表示部５３も、２個のＬＥＤを用いて構成され、所謂「特別図柄に関する
保留数」を、４個を上限として表示するものである。つまり、「始動入賞装置１７に入賞
したが、未だ、未消化の遊技球の数（即ち、保留数）」を、４個上限数として表示すると
共に、未消化の遊技球が消化される毎に、「未消化の遊技球の数（即ち、保留数）」を、
順次、デクリメントして表示するものである。ここで、特別図柄に関する「未消化の遊技
球（つまり、保留球）」とは、始動入賞装置１７に入賞したが、後述する特別図柄表示部
６１において、当該通過に伴う当否判定の結果の表示（判定結果図柄の確定表示）と、こ
れに先行する変動表示とがなされていない遊技球を指す。
【００５４】
　尚、本実施例では、「遊技球が、普通図柄作動ゲート（普通図柄作動口）１６を通過す
ること条件に、主制御部２００Ａによって実行される判断、つまり、普通電動役物１７ｄ



(10) JP 2010-68898 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

（第２の始動入賞部１７ｂ）を開放状態とすべきか否かの判断を、「当否抽選」と称する
。また、「遊技球が、始動入賞装置１７に入賞すること条件に、主制御部２００Ａによっ
て実行される判断、つまり、可変入賞装置（大入賞装置）３１の開放を許容するか否かの
判断（遊技機の遊技状態を、可変入賞装置３１を閉鎖状態に維持する通常遊技状態から、
可変入賞装置３１の開閉を行う特別遊技状態にすべきか否かの判断）が「当否判定」の具
体例を構成する。
【００５５】
　普通図柄保留表示部５２及び特別図柄保留表示部５３においては、同様な態様で、保留
数の表示を行う。つまり、２個ＬＥＤを消灯させることで、「保留数」が「ゼロ」である
ことを示す。また、１個のＬＥＤを点灯させ、１個のＬＥＤを消灯させることで、「保留
数」が「１」であることを示す。更に、２個のＬＥＤを点灯させることで、「保留数」が
「２」であることを示す。また、１個のＬＥＤを点滅させ、１個ＬＥＤを点灯させること
で、「保留数」が「３」であることを示す。更に、２個のＬＥＤを点滅させることで、「
保留数」が「４」であることを示す。
【００５６】
　遊技状態表示部５５は、２個のＬＥＤ５５ａ、５５ｂを用いて構成され、遊技機１の現
在の遊技状態を表示するために用いられる。つまり、２個のＬＥＤ５５ａ、５５ｂを消灯
させることで、「遊技機１の現在の遊技状態が通常遊技状態である」旨が表示される。ま
た、一方のＬＥＤ５５ａを点灯させ、他方のＬＥＤ５５ｂを消灯させて、「遊技機１の現
在の遊技状態が確変遊技状態である」旨が表示される。更に、一方のＬＥＤ５５ａを消灯
させ、他方のＬＥＤ５５ｂを点灯させて、「遊技機１の現在の遊技状態が時短遊技状態で
ある」旨が表示される。
【００５７】
　右下表示装置６０は、可変入賞装置（大入賞装置）３１の右側方に配置されている。こ
の右下表示装置６０は、図５（ｂ）に示すように、略円弧状に構成されると共に、遊技盤
１０の前面部に取り付けられる取付板６１を備えている。そして、この取付板６１には、
特別図柄表示部６２と、大当り態様表示部６３と、が設けられている。
【００５８】
　特別図柄表示部６２は、略長円状に配設された「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」を用い
て構成され、「始動入賞装置１７への遊技球の入賞（以下、「始動入賞」という。）に伴
う当否判定の結果の表示」を、変動表示（本実施例では、複数のＬＥＤを用いて点灯表示
）を経て実行する。つまり、この「当否判定に関する結果の表示に、先行する変動表示」
の実行時期が到来すると、「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」を順次、点灯させる。具体的
には、略長円状に配設された「７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」において、この「略長円状
を周回する方向に沿って、７個のＬＥＤ６２ａ～６２ｇ」が点灯することを内容とする
【００５９】
　より具体的には、所定のＬＥＤ（例えば、ＬＥＤ６２ａ）が点灯状態となると、残りの
ＬＥＤ（例えば、ＬＥＤ６２ｂ～６２ｇ）は消灯状態となる。このＬＥＤ（例えば、ＬＥ
Ｄ６２ａ）が消灯状態となると、略長円状を周回する方向に隣合う１つのＬＥＤ（例えば
、ＬＥＤ６２ｂ）のみが点灯状態となる。そして、点灯状態となるＬＥＤを、略長円状を
周回する方向に沿って順次変更することで、特別図柄表示部６２の変動表示が実行される
。この変動表示（以下、「ＬＥＤ６２ｂ～６２ｇを用いた循環表示」という。）を実行し
、「特別図柄に関する当否判定に関する結果の表示」の実行時期が到来すると、特別図柄
表示部６２において、特別図柄の停止表示（確定表示）が実行される。尚、特別図柄表示
部６２において表示される遊技の結果（当否判定の結果）と、中央表示装置２７において
表示される遊技の結果（当否判定の結果）は一致するものとされる。
【００６０】
　大当り態様表示部６３は、２個のＬＥＤ６３ａ、６３ｂを用いて構成される。この大当
り態様表示部６３は、主に、「特別図柄に関する当否判定に関する結果が大当りである場
合、その大当りの種類」を表示するために用いられる。つまり、特別図柄表示部６２にお
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いて大当り表示がなされていない場合には、２個のＬＥＤ６３ａ、６３ｂは消灯状態とさ
せる。そして、特別図柄表示部６２において大当り表示がなされる場合、何れかのＬＥＤ
６３ａ、６３ｂを点灯させて、当該大当りの種類が表示される。
【００６１】
　図５（ａ）に示すように、２個の一般入賞装置４０、４１は、左下表示装置５０を構成
する取付板５１に一体化され、図５（ｂ）に示すように、残りの２個の一般入賞装置４３
、４４は、右下表示装置６０を構成する取付板６１に一体化されている。そして、各一般
入賞装置４０、４１、４３、４４の内部には、遊技球の入賞を検出するための入賞検出ス
イッチ４０ｓ、４１ｓ、４３ｓ、４４ｓ（図７参照）が配設されている。
【００６２】
　図４に戻り、多数の障害釘（図示を省略）は、以上説明した各盤部品との位置バランス
を考慮して、遊技領域１１にパチンコ遊技に適するべく、配設され、遊技盤１０の下方に
はアウト口１８が設けられている。更に、アウト口１８の下部にはバック球防止部材（図
示を省略）が設けられている。そして、遊技領域１１に到達せず戻ってきた遊技球が再び
発射位置に戻ることを防止している。一方、ファール球防止部材１５は、内レール１３の
先端部に取り付けられている。
【００６３】
　ｃ．遊技機１の裏面構造
　次に、本実施例の遊技機１の裏面構造について図６を参照して説明する。つまり、遊技
機１の裏面構造は、大きな裏パック１０２の上に各種装置が搭載された構造となっており
、裏パック１０２は、一対のヒンジ１０３によって中枠３に開閉可能に軸支されている。
【００６４】
　裏パック１０２には、遊技球が蓄えられる賞球タンク１０５と、賞球の払出を行う賞球
払出装置１０９と、主制御部２００Ａを構成する主制御基板２００が格納された主制御基
板ケース８０と、発射装置ユニットを制御する発射制御基板２６０が格納された発射装置
制御基板ケース１３０と、賞球払出装置１０９を制御する払出制御基板２４０が格納され
た払出制御基板ケース１１８と、主制御基板２００と各種スイッチ類とを中継する中継端
子板などが搭載されている。ここで、主制御基板ケース８０は、「制御基板収納ケース」
の具体例を構成するが、その詳細については後述する。尚、本遊技機１を構成するその他
の制御基板（例えば、後述する演出制御基板２２０）が「制御基板収納ケース」の具体例
を構成してもよい。
【００６５】
　賞球タンク１０５には底部にタンクスイッチが設けられており、球切れを検出すること
ができる。また、賞球タンク１０５と賞球払出装置１０９とは、タンクレール１０６によ
って接続されている。更に、図６において、タンクレール１０６の右側には球抜きレバー
が設けられ、タンクレール１０６の下流側には補給球切れ検知スイッチが設けられている
。
【００６６】
（２）制御回路の構成
　次に、図７及び図８を用いて本実施例の遊技機１の制御回路の構成について説明する。
本遊技機１の制御回路は、主制御部２００Ａと、複数の副制御部（２２０Ａ、２４０Ａ、
２６０Ａ）とを含んで構成されている。つまり、主制御基板２００を用いて構成されると
共に遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否についての制御を司る主制御部２００Ａと、
複数の副制御部（２２０Ａ、２４０Ａ、２６０Ａ）とを備えている。
【００６７】
　副制御部としては、（ａ）演出制御基板２２０を用いて構成されると共に、「図柄表示
、ランプの発光、効果音、可動物の動作等を用いた遊技の各種の演出の制御を司る演出制
御部２２０Ａと、（ｂ）払出制御基板２４０を用いて構成されると共に貸球や賞球を払い
出す動作の制御を司る払出制御部２４０Ａと、（ｃ）発射制御基板２６０を用いて構成さ
れると共に遊技球の発射に関する制御を司る発射制御部２６０Ａを備える。
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【００６８】
　これらの制御部（２００Ａ、２２０Ａ、２４０Ａ、２６０Ａ）を構成する制御基板（２
００、２２０、２４０、２６０）は、各種論理演算および算出演算を実行するＣＰＵや、
ＣＰＵで実行される各種プログラムやデータが記憶されているＲＯＭ、プログラムの実行
に際してＣＰＵが一時的なデータを記憶するＲＡＭ、周辺機器とのデータのやり取りを行
うための周辺機器インターフェース（ＰＩＯ）、ＣＰＵが演算を行うためのクロックを出
力する発振器、ＣＰＵの暴走を監視するウォッチドッグタイマ、定期的に割り込み信号を
発生させるＣＴＣ（カウンター・タイマ・サーキット）など、種々の周辺ＬＳＩがバスで
相互に接続されて構成されている。尚、図７及び図８の矢印の向きは、データあるいは信
号を入出力する方向を表している。また、図７では「主制御基板２００以外の制御基板」
について、搭載されているＣＰＵや、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の図示を省略している。
【００６９】
　主制御部２００Ａ（主制御基板２００）は、普通図柄作動ゲート通過検出スイッチ１６
ｓ、始動入賞検出スイッチ１７ｓ、入賞球検出スイッチ４０ｓ、４１ｓ、４３ｓ、４４ｓ
等から遊技球の検出信号を受け取って、遊技の基本的な進行や賞球に関わる当否を決定し
た後、演出制御部２００Ａ（演出制御基板２２０）や、払出制御部２４０Ａ（払出制御基
板２４０）、発射制御部２６０Ａ（発射制御基板２６０）等に向かって、後述する各種の
コマンドを出力する。また、主制御部２００Ａには、発射装置ユニットから発射された遊
技球を検出するカウントスイッチ８ｓも接続されている。また、主制御部２００Ａは、普
通電動役物ソレノイド１７ｃや、大入賞口ソレノイ板３１ｃ、左下表示装置５０、右下表
示装置６０、駆動モータ８８に信号を出力することにより、これらの動作を直接制御して
いる。
【００７０】
　演出制御部２２０Ａは、主制御部２００Ａからの各種コマンドを受け取ると、コマンド
の内容を解析して、その結果に応じた遊技の演出を行う。即ち、中央表示装置（液晶表示
装置）２７を駆動する演出表示制御基板２２２やスピーカＳＰ１～ＳＰ４を駆動するアン
プ基板２２４が接続されている。また、演出制御部２２０Ａは、「各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈ
搭載された基板」等の各種装飾用基板を駆動する装飾駆動基板２２６に駆動信号を出力す
ることにより、遊技の演出を行う。尚、操作スイッチＳＷからの操作信号は、演出ボタン
基板２２８を介して、演出制御部２２０Ａに入力される。
【００７１】
　払出制御部２４０Ａは、所謂、貸球や賞球の払い出しに関する各種の制御を司っている
。例えば、遊技者が受皿扉体５に設けられた球貸スイッチ５ｅや返却スイッチ５ｆを操作
すると、この信号は、球貸表示基板２４２から中継端子板を介して、球貸装置に伝達され
る。
【００７２】
　主制御部２００Ａが賞球の払出コマンドを出力すると、このコマンドを払出制御部２４
０Ａが受け取って、払出モータ１０９ｍに駆動信号を出力することによって賞球の払い出
しが行われる。また、払い出された賞球は、２つの払出スイッチ（前側払出スイッチ１０
９ａ、後ろ側払出スイッチ１０９ｂ）によって検出されて、払出制御部２４０Ａに入力さ
れる。更に、払い出された賞球数はカウントスイッチ１０９ｃによっても検出されて、主
制御部２００Ａでも計数されている。また、払出制御部２４０Ａは、主制御部２００Ａの
制御の下で、遊技球の発射を許可する信号（発射許可信号）を発射制御部２６０Ａに向か
って出力している。そして、発射制御部２６０Ａは、この発射許可信号を受けて遊技球を
発射するための各種制御を行っている。
【００７３】
　次に、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に対する信号或いはコマンドの入出
力関係について説明する。前述のように、演出制御部２２０Ａ（演出制御基板２２０）に
は、演出表示制御基板２２２と、アンプ基板２２４、装飾駆動基板２２６、演出ボタン基
板２２８などの各種基板が接続されている。



(13) JP 2010-68898 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

【００７４】
　演出制御部２２０Ａは、前述のように、主制御部２００Ａから各種の演出用のコマンド
を受け取ると、コマンドの内容を解釈して、（ａ）中央表示装置２７での具体的な表示内
容や、（ｂ）スピーカＳＰで出力する効果音、更には、（ｃ）各種ＬＥＤやランプ類４ｂ
～４ｆの点灯若しくは点滅の具体的な態様を決定する。次いで、中央表示装置２７の駆動
信号（各種の図柄制御コマンド）を演出表示制御部２２２Ａに出力して、演出用図柄の変
動停止表示を行う。このとき、表示されるキャラクタ図柄や背景図柄などの一部データに
ついては、中央表示装置２７、或いは、演出表示制御基板２２２に内蔵された演出表示Ｒ
ＯＭ２７ｒに格納されているデータを使用する。
【００７５】
　また、疑似図柄の変動停止表示に合わせて、音声信号をアンプ基板２２４に出力するこ
とによって、スピーカＳＰ１～ＳＰ４から効果音を出力する。加えて、装飾駆動基板２２
６に信号を供給し、装飾駆動基板２２６から、各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈの駆動信号を出力す
ることによって、各種ＬＥＤ４ｂ～４ｈやランプ類の点灯・点滅動作等を制御する。更に
、上皿部材５の前面側に設けられた操作スイッチＳＷを遊技者が操作すると、この操作信
号が演出制御部２２０Ａに供給される。そして、演出制御部２２０Ａは、供給された操作
信号に基づいて、中央表示装置２７を初めとする各種の演出内容に操作結果を反映させる
ことが可能に構成されている。
【００７６】
（３）主制御基板ケース８０の構成
　主制御基板ケース８０は、図９及び図１０を用いて示されるように、ケース部材８１と
、カバー部材９２と、封止ピン９６と、防犯キャップ９８と、ＩＣタグカバー３００とを
備えている。ここで、ケース部材８１とは第１のケース部材の具体例を構成し、カバー部
材９２とは第２のケース部材を具体例を構成し、封止ピン９６は連結部材の具体例を構成
する。
【００７７】
　尚、この主制御基板ケース８０は、図９に示すように、その前面部８０Ａを遊技機１の
後方に向けるようにしつつ、裏パック１０２に装着される。そして、以下の説明において
、「左」、「右」、「前」、「後」等の方向を、主制御基板ケース８０が遊技機１に取り
付けられた状態を基準に定める。つまり、「前」は、主制御基板ケース８０を裏パック１
０２に取り付けた状態にて、遊技機１の背後から見て前方（つまり、遊技者から離間する
方向）」を示し、「後」は、遊技機１の背後から見て後方（つまり、遊技者に近接する方
向）」を示す。また、「左」とは「遊技機１の背後から見て左（遊技者から見て右）」で
あることを示し、「右」とは「遊技機１の背後から見て右（遊技者から見て左）」である
ことを示す。
【００７８】
　ケース部材８１は、透明な合成樹脂を用いた一体成形品であり、図１０～図１４に示す
ように、ケース本体８２と、ケース側封止部８７とを備えている。このうちで、ケース本
体８２は、第１のケース本体の具体例を構成するとともに、前面部を開放部８２１とする
略容器状に構成されている（図１２を参照）。そして、ケース本体８２は、図１１に示す
ように、略矩形の平面形状を備えつつ後面部に配設される後壁部８２ａと、後壁部８２ａ
の上縁部から前方に向かって略垂直に突出する上壁部８２ｂと、後壁部８２ａの右側縁部
から前方に向かって略垂直に突出する右壁部８２ｃと、後壁部８２ａの下縁部から前方に
向かって略垂直に突出する下壁部８２ｄと、後壁部８２ａの左側縁部から前方に向かって
略垂直に突出する左壁部８２ｅを備えている。
【００７９】
　図１１に示すように、左壁部８２ｅの外面部の上下方向の略中央部には凹部８７Ｒが設
けられ、凹部８７Ｒの上下には、断面略Ｌ字状のスライド係合部８２２ｓと、断面略逆Ｌ
字状のスライド係合部８２３ｓとが上下に対向する状態に突出している。尚、凹部８７Ｒ
は後述するＩＣタグ３２０が装着され、スライド係合部８２２ｓ、８２３ｓとによって、
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後述するＩＣタグカバー３００が保持される。つまり、ケース部材８１の右側面部及び底
面部右端側の部分であって、両スライド係合部８２２ｓ、８２３ｓで上下を挟まれる部分
が僅かに陥没してＩＣタグ装着用の凹部８７Ｒを構成している。
【００８０】
　図１１に示すように、後壁部８２ａの前面部において上壁部８２ｂに近接する部位には
、前方に向かって略垂直に突出する上リブ８２ｆが設けられ、後壁部８２ａの前面部にお
いて右壁部８２ｃに近接する部位には、前方に向かって略垂直に突出する右リブ８２ｇが
設けられている。また、後壁部８２ａの前面部において下壁部８２ｄに近接する部位にも
、前方に向かって略垂直に突出する下リブ８２ｈが設けら、後壁部８２ａの前面部におい
て左壁部８２ｅに近接する部位には、前方に向かって略垂直に突出する左リブ８２ｉが設
けらている。
【００８１】
　後壁部８２ａの前面部において、上リブ８２ｆ、右リブ８２ｇ、下リブ８２ｈ、及び左
リブ８２ｈの内側に位置する部位から、補強用の中リブ８２ｋが前方に向かって略垂直に
突出している。尚、中リブ８２ｋは後壁部８２ａの上下方向中間部において、後壁部８２
ａの上下に配設されつつ左リブ８２ｉと右リブ８２ｇとの間を水平方向に接続する横リブ
部８２１ｋと、後壁部８２ａの左右に５個配設されつつ上壁部８２ｂ及び下壁部８２ｄを
接続する縦リブ部８２２ｋとを備えている。また、左右の縦リブ部８２２ｋは各中間部に
おいて横リブ部８２１ｋと交差して一体化されている。
【００８２】
　後壁部８２ａの前面部に形成されるリブ（左リブ８２ｉ、上リブ８２ｆ、下リブ８２ｈ
、右リブ８２ｇ）の突出量（後壁部８２ａの前方への突出量）は、周壁部（８２ｂ、８２
ｄ及び８２ｅ）の突出量（後壁部８２ａの前方への突出量）よりも少なくされている。ま
た、右リブ８２ｇの突出量（後壁部８２ａの前方への突出量）は、中リブ（８２１ｋ及び
８２２ｋ）の突出量と同程度とされており、他のリブ（左リブ８２ｉ、上リブ８２ｆ、下
リブ８２ｈ）の突出量の半分以下とされている。
【００８３】
　図１２に示すように、後壁部８２ａの前面部において上壁部８２ｂと上リブ８２ｆとの
間に位置する部位には後壁部８２ａの横方向に長尺な空間部（以下、「上部スライド溝」
という。）８２ｍを設けている。また、図１１及び図１２に示すように、上部スライド溝
８２ｍの開口側においてケース本体８２の横方向に沿った１０箇所には、雄型の被係合部
８２ｐが形成されている。これらの被係合部８２ｐは、略矩形板状の小片とされつつ、上
部スライド溝８２ｍを縦方向に縦断する状態（上リブ８２ｆの突端部と上壁部８２ｂとの
間に掛け渡された状態）に形成されている。
【００８４】
　図１２に示すように、後壁部８２ａの前面部において下壁部８２ｄと下リブ８２ｈとの
間に位置する部位にも、後壁部８２ａの横方向に長尺な空間部（以下、「下部スライド溝
」という。）８２ｎを設けている。また、下部スライド溝８２ｎの開口側においてケース
本体８２の横方向に沿った１０箇所にも、雄型の被係合部８２ｐが形成されている。これ
らの被係合部８２ｐも、略矩形板状の小片とされつつ、下部スライド溝８２ｎを縦方向に
縦断する状態（下リブ８２ｆの突端部と下壁部８２ｄとの間に掛け渡された状態）に形成
されている。
【００８５】
　図１１、図１３及び図１４に示すように、左壁部８２ｅの右側面（つまり、ケース部材
８１の内側に位置する面）のおける上端側及び下端側の各２カ所からは、右方向に向かっ
た係合突起８２２ｅが突出している。この係合突起８２２ｅの縦断面形状は、略「凸の字
の上下を逆転した形状（以下、「略逆凸形状」という。）とされている。
【００８６】
　図１１に示すように、後壁部８２ａの前面部には、右壁部８２ｃと右リブ８２ｇとの間
に位置するとともに、上下に間隔をおいて配置される一対の横リブ８２３ｊ、８２４ｊで
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挟まれた部位が、前方に開口する収納部８２ｊとされている。尚、両横リブ８２３ｊ、８
２４ｊ間には、２つの区画壁が配設され、収納部８２ｊを３つの空間部Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３
に区画している。
【００８７】
　図１１及び図１３に示すように、右壁部８２ｃにはケース側封止部８７が設けられてい
る。このケース側封止部８７は、右壁部８２ｃの突端部の上方側の２カ所と、下方側の２
カ所から右方向に突出する状態に設けられている。このケース側封止部８７は、図１５及
び図１６に示すように、左右に長尺の略板形状に形成される封止本体８７ｃと、封止本体
８７ｃの後面部右端部側から後方に突出する筒状部８７ｅと、封止本体８７ｃの後面部の
周縁部より後方に突出し、筒状部８７ｅ及び右壁部８２ｃを連結する２本のリブ８７ａと
、を備えている。ここで、封止本体８２ｃは第１の封止部の具体例を構成している。
【００８８】
　図１５に示すように、封止本体８７ｃには貫通孔８７１ｃが形成され、この貫通孔８７
１ｃと筒状部８７ｅの内部空間（略円柱状の空間）８７１ｅとが連通してビス挿入孔８７
ｄを形成している（図１３を参照）。また、筒状部８７ｅの外周部からは円弧状のフラン
ジ部８７ｆが突出している。このフランジ部８７ｆの前面部は封止本体８７ｃの前面部よ
り僅かに後方に段差状に後退している。また、リブ８７ａの前後方向の寸法は、ケース本
体８２における上壁部８２ｂ及び下壁部８２ｄの突出量（後壁部８２ａの前方への突出量
）と同程度とされており、右壁部８２ｃより僅かに前方へ突出している。尚、筒状部８７
ｅとフランジ部８７ｆと、正面視で略半円状の経路を描く段部Ｄが構成される。
【００８９】
　図１６（ｂ）に示すように、リブ８７ａの外面（上側のリブ８７ａにおいては上面、下
側のリブ８７ａにおいては下面）及び封止本体８７ｃには、リブ８７ａの後端から封止本
体８７ｃの前面部まで延び、断面が略三角形状の窪み部８７ｇが設けられている。尚、リ
ブ８７ａの窪み部８７ｇに工具（ニッパー等）を当て切断することにより、ケース本体８
２と封止本体８７ｃとを分離することが容易である。
【００９０】
　また、図１１に示すように、ケース側封止部８７は、上下方向に４箇所設けられており
、上側に２箇所、下側に２箇所と分けられて配置されている。以下、説明の便宜上、４個
のケース側封止部８７の区別を行う場合、最上部のケース側封止部８７を第１のケース側
封止部８７、上側から２番目のケース側封止部８７を第２のケース側封止部８７、上側か
ら３番目のケース側封止部８７を第３のケース側封止部８７、最下部のケース側封止部８
７を第４のケース側封止部８７と表記することがある。尚、第１のケース側封止部８７及
び第２のケース側封止部８７の間隔と、第３のケース側封止部８７及び第４のケース側封
止部８７の間隔は等しくされているが（約８ｍｍの距離）、これらの間隔よりも、「第２
のケース側封止部８７と第３のケース側封止部８７との間隔」の方が大きく（約３８ｍｍ
の距離）されている。
【００９１】
　カバー部材９２は、透明な合成樹脂を用いた一体成形品であり、後面部を開放部９２Ｋ
とする略容器形状に構成されている。このカバー部材９２は、図１０及び図１８を用いて
示すように、第２のケース本体の具体例を構成するカバー本体９２１と、カバー側封止部
９２２と、保護壁５００とを備えている。そして、このカバー部材９２がケース部材８１
に装着されると、カバー本体９２１とケース本体８２とが、内部に前述の主制御基板２０
０を収納する収納体を構成する。
【００９２】
　図１０、図１７及び図１８を用いて示すように、カバー本体９２１は略矩形の正面形状
を備えつつ前面部に配設される本体壁９２ａと、本体壁９２ａの上縁部から後方に向かっ
て略垂直に突出する上部挿入壁９２ｂと、本体壁９２ａの右側縁部から後方に向かって略
垂直に突出する右側壁９２ｃと、本体壁９２ａの下縁部から後方に向かって略垂直に突出
する下部挿入壁９２ｄと、本体壁９２ａの左側縁部から後方に向かって略垂直に突出する
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左係合壁９２ｅとを備えている。また、カバー本体９２１の内部であって、右側壁９２ｃ
と近接する部位と、左係合壁９２ｅに近接する部位は、補強リブ９２１ｍ、９２１ｎが各
々本体壁９２ａの後面部より後方へ向かって略垂直に突出する状態に配設されている。
【００９３】
　本体壁９２ａは、図１０及び図１７を用いて示すように、後方に向かって膨出する略容
器形状を備えているが、右寄り上部と、右寄り下部と、左寄り下部と、左端側の上下の各
部位を本体壁９２ａの前面部方向に段差状に凹む凹部９２１ｆ、９２２ｆ、９２３ｆ、９
２４ｆ、９２５ｆとしている。ここで、以下の説明において、本体壁９２ａにおいて、凹
部９２１ｆ～９２５ｆを除く部位を膨出部９２ｇと称する。
【００９４】
　右寄り上部の凹部９２１ｆと、右寄り下部の凹部９２２ｆと、左寄り下部の凹部９２３
ｆはそれ自体で段部として構成されるが、各段部において略矩形板状とされる下部にはコ
ネクタの挿通孔９２ｉが形成されている。また、図１７に示すように、本体壁９２ａの左
端側は、膨出部９２ｇの左端側を構成する部分９２２ｇと、その上下に配設される前述の
凹部９２４ｆ、９２５ｆとを備える。尚、この膨出部９２ｇの左端側を構成する部分９２
２ｇは、後述するように、ＩＣタグが装着される部分であるため、以下の説明においては
、「ＩＣタグ装着部９２２ｇ」と表現する。
【００９５】
　ＩＣタグ装着部９２２ｇと、凹部９２４ｆ、９２５ｆは何れも正面視で、縦長の略矩形
状とされている。また、ＩＣタグ装着部９２２ｇは、本体壁９２ａの左端側において上下
方向略中央部に位置しているとともに、上下の縁部を残して僅かに窪んだ状態とされてい
る。更に、上下に長尺な略矩形板状に構成される凹部９２４ｆの前面部であって、ＩＣタ
グ装着部９２２ｇの上面部と近接する位置と、上下に長尺な略矩形板状に構成される凹部
９２５ｆの前面部であって、ＩＣタグ装着部９２２ｇの下面部と近接する位置からは、筒
状部９２１ｔ、９２１ｔが前方に向かって突出している。この筒状部９２１ｔ、９２１ｔ
の突端部は膨出部９２ｇの前面より僅かに後退しているとともに、この突端部には、ビス
挿入孔９２３ｔが開口している。
【００９６】
　膨出部９２ｇは、他部位（凹部９２１ｆ～９２５ｆ）よりも前方に膨らみ出る壁部によ
って構成されている。このため、カバー部材９２をケース部材８１に装着して構成される
収納体においては、膨出部９２ｇの後方に形成される空間部の前後幅が、他部位の各後方
に形成される空間部の前後幅よりも大きくされている。そして、凹部９２１ｆ～９２５ｆ
の後面部の後方にはケース本体８２の前後幅に相当する前後幅の空間部が形成され、膨出
部９２ｇの後方には、ケース本体８２の前後幅の３倍の前後幅を備える空間部が形成され
る。
【００９７】
　上部挿入壁９２ｂ、下部挿入壁９２ｄ、及び左係合壁９２ｅの突出量（本体壁９２ａの
後方への突出量）は等しくされ、右側壁９２ｃの突出量（本体壁９２ａの後方への突出量
）は、上部挿入壁９２ｂ等の突出量よりも少なくされている。また、補強リブ９２１ｍ、
９２１ｎの突出量は、上部挿入壁９２ｂの突出量よりも僅かに少なく、右側壁９２ｃの突
出量よりも多くされている。そして、カバー部材９２は、上部挿入壁９２ｂと、左係合壁
９２ｅと、下部挿入壁９２ｄと、右側の補強リブ９２１ｃとによって略四角枠状の周壁部
を構成している。
【００９８】
　図１８に示すように、上部挿入壁９２ｂと下部挿入壁９２ｄとは略平行とされつつ、「
上部スライド溝８２ｍ及び下部スライド溝８２ｎ間の距離」に相当する距離を隔てた状態
で上下に配設されている。また、図１０及び図１８に示すように、上部挿入壁９２ｂ及び
下部挿入壁９２ｄには、係合部９２ｐが各々１０個設けられている。つまり、上部挿入壁
９２ｂにおいて、上部スライド溝８２ｍの各被係合部８２ｐと前後に位置合わせされる箇
所には、各々係合部９２ｐが形成されている。同様に、下部挿入壁９２ｄにおいて、下部
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スライド溝８２ｎの各被係合部８２ｐと前後に位置合わせされる箇所にも、各々係合部９
２ｐが形成されている。
【００９９】
　上部挿入壁９２ｂ及び下部挿入壁９２ｄに設けられた合計２０個の係合部９２ｐは雌型
に構成されている。そして、ケース本体８２に設けられた合計２０個の被係合部８２ｐの
うちで、前後に位置合わせされるものを、はめ込んで摺動可能とされている。また、上部
挿入壁９２ｂの各係合部９２ｐは、図１３に示すように、上部挿入壁９２ｂの上下面を貫
通しつつ左右に長い略矩形状の孔を用いて構成されている。また、係合部９２ｐの右半部
は、上部挿入壁９２ｂの上下面及び後端面で開口する切り欠き部９２ｒと連続することに
よって、上部挿入壁９２ｂの後端面で開放されている。
【０１００】
　下部挿入壁９２ｄの各係合部９２ｐも、図１３に示すように、下部挿入壁９２ｄの上下
面を貫通しつつ左右に長い略矩形状の孔を用いて構成されている。また、この係合部９２
ｐの右半部も、下部挿入壁９２ｄの上下面及び後端面で開口する切り欠き部９２ｒと連続
することによって、下部挿入壁９２ｄの後端面で開放されている。尚、上部挿入壁９２ｂ
の各係合部９２ｐの左半部に対して、上部スライド溝８２ｍの対応する被係合部８２ｐが
進入し、下部挿入壁９２ｄの各係合部９２ｐの左半部に対して、下部スライド溝８２ｎの
対応する被係合部８２ｐが進入することで、計２０個の係合部９２ｐが各々対応する被係
合部８２ｐに対して抜け止め方向（前後）に係合することになる。つまり、ケース本体８
２に装着されたカバー部材９２を、前方に向かって取り外すことができなくなる。
【０１０１】
　図１３及び図１４に示すように、左係合壁９２ｅの右側面（つまり、カバー部材９２の
内側に位置する面）のおける上端側及び下端側の各２カ所には、係合孔９２１ｅが左係合
壁９２ｅの左右を貫通する状態に設けられている。これらの係合孔９２１ｅの開口形状は
、係合突起８２２ｅの縦断面形状と略凹凸が反転した形状とされるとともに、カバー部材
９２をケース部材８１に装着する際に、上下方向に対応する係合突起８２２ｅが係合孔９
２１ｅに嵌合することで、係合突起８２２ｅが、左係合壁９２ｅに対して、「カバー部材
９２をケース部材８１から後方に引き抜くこと」を防止するように係合する。
【０１０２】
　図１８に示すように、本体壁９２ａの後面部であって、右側壁９２ｃと補強リブ９２１
ｍとの間に位置する部位には、上下縦方向に長尺で後方に開口した収納蓋９２ｚを構成し
ている。この収納蓋９２ｚは、ケース部材８１における収納部８２ｊと対応する位置に配
置されており、カバー部材９２のケース部材８１への装着を完了すると、前述の収納部８
２ｊとともに略閉鎖された空間部を形成する。この空間部には、次回使用する封止ピン９
６や防犯キャップ９８が収納される。つまり、パチンコホールの店員等が、カバー部材９
２及びケース部材８１の封止を正当に解除した後、再びカバー部材９２及びケース部材８
１の封止を行う際に使用することとなる封止ピン９６と防犯キャップ９８が収納される。
【０１０３】
　カバー側封止部９２２は、図１８に示すように、本体壁９２ａの右側面の上方側の２カ
所と、下方側の２カ所において右方向に突出する状態に設けられている。つまり、計４個
設けられるカバー側封止部９２２は、図１５及び図１９に示すように、封止本体９２２ｄ
と、筒状部９２２ｅと、２本のリブ９２２ａとを備えている。このうち、封止本体９２２
ｄは略板状に構成され、前後に貫通する状態にビス装着孔９２２ｆを備えている。また、
封止本体９２２ｄの後面部からは略円弧状の突起９２２ｅが突出している。そして、カバ
ー部材９２のケース部材８１への装着を完了すると、突起９２２ｅは、前述の「筒状部８
７ｅとフランジ部８７ｆとで構成される段部Ｄ（図１６を参照）」に嵌り込みつつ、フラ
ンジ部８７ｆの前面部に当接する（図２４を参照）。
【０１０４】
　本実施例では、カバー部材９２のケース部材８１への装着を完了すると、図２１に示す
ように、上下方向に４個併設される封止本体９２２ｄが、上下方向に４個併設される封止
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本体８７ｃとが重ね合わせた状態とされる（接触しても、僅かな隙間を挟み対向配置され
てもよい。）。つまり、主制御基板ケース８０においては、カバー部材９２のケース部材
８１への装着を完了したときに、４組の「封止本体９２２ｄ及び封止本体８７ｃ」が前後
に重なり合うように構成されている。
【０１０５】
　以下、説明の便宜上、４個のカバー側封止部９２２の区別を行う場合、最上部のカバー
側封止部９２２を第１のカバー側封止部９２２、上側から２番目のカバー側封止部９２２
を第２のカバー側封止部９２２、上側から３番目のカバー側封止部９２２を第３のカバー
側封止部９２２、最下部のカバー側封止部９２２を第４のカバー側封止部９２２と表記す
ることがある。尚、第１のカバー側封止部９２２及び第２のカバー側封止部９２２の間隔
と、第３のカバー側封止部９２２及び第４のカバー側封止部９２２の間隔は等しくされて
いるが、これらの間隔よりも、「第２のカバー側封止部９２２と第３のカバー側封止部９
２２との間隔」の方が大きくされている。
【０１０６】
　筒状部９２２ｅは、図１５に示すように、封止本体９２２ｄの前面部から前方に突出す
る状態に設けられている。この筒状部９２２ｅは、その中間部（前後方向に沿った中間部
）で空間幅を段差状に変化させている。つまり、この筒状部９２２ｅの内部空間は、前面
部側に位置するとともに、開口形状を略六角形状とするキャップ挿入部９２２ｂと、キャ
ップ挿入部９２２ｂの奥側（後方）に位置するとともに縦断面を略円形とするビス挿入部
９２２ｃとで構成される。また、筒状部９２２ｅのうちでビス挿入部９２２ｃを構成する
部分であって、左端側に位置する部分が略矩形状の切り欠き部とされ、筒状部９２２ｅの
うちで、この切り欠き部の上端と接触する部位が、キャップ係止部９２２ｇを構成してい
る。
【０１０７】
　図１９及び図２０に示すように、リブ９２２ａは、「封止本体９２２ｄ及び筒状部９２
２ｅを備える一体物」を、本体壁９２ａの右側面に支持するためのものである。これらの
リブ９２２ａは、各封止本体９２２ｄの配設位置において、本体壁９２ａから２つずつ突
出している。そして、その突端部を「封止本体９２２ｄ及び筒状部９２２ｅを備える一体
物」と一体化させて、この「一体物」を本体壁９２ａの右側面に支持している。
【０１０８】
　図１５、図１７及び図２０に示すように、本体壁９２ａの前端側右端縁の上下２カ所に
は、付加壁５０４、５０５が設けられている。また、上方の付加壁５０４は、本体壁９２
ａの前端側右端縁の上方から右方向に延設され、下方の付加壁５０５は、本体壁９２ａの
前端側右端縁の下方から右方向に延設されている。また、上方の付加壁５０４は本体壁９
２ａの上端縁｛第１のカバー側封止部９２２よりも上方｝から、第２のカバー側封止部９
２２の下方に至る上下幅を有している。また、下方の付加壁５０５は、上方の付加壁５０
４よりも下方に離れた位置において、第３のカバー側封止部９２２よりも上方から本体壁
９２ａの下端縁｛第４のカバー側封止部９２２よりも下方｝に至る上下幅を有している。
【０１０９】
　上方の付加壁５０４は正面視で略矩形の板状体で構成され、その後面部を、第１のカバ
ー側封止部９２２及び第２のカバー側封止部９２２を構成する「筒状部９２２ｅの前端部
及びリブ９２２ａの前端部」と一体としつつ、両カバー側封止部９２２の補強を行ってい
る。また、上方の付加壁５０４には、これらの筒状部９２２ｅ、９２２ｅの前端部を、前
方に向けて開放するための開口部５０４ａ、５０４ａが形成されている。また、下方の付
加壁５０５も、同様に、正面視で略矩形の板状体で構成され、その後面部を、第３のカバ
ー側封止部９２２及び第４のカバー側封止部９２２を構成する「筒状部９２２ｅの前端部
及びリブ９２２ａの前端部」と一体としつつ、両カバー側封止部９２２の補強を行ってい
る。また、下方の付加壁５０５には、両カバー側封止部９２２、を構成する筒状部９２２
ｅ、９２２ｅの前端部を、前方に向けて開放するための開口部５０５ａ、５０５ａが形成
されている。
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【０１１０】
　保護壁５００は、「障害部」の具体例を構成するものであり、図１５に示すように、各
付加壁５０４、５０５の後方に突出する壁として構成されている。つまり、図１９及び図
２０に示すように、上方に配置される保護壁５００は、上方の付加壁５０４の外縁部のう
ちで、本体壁９２ａと一体とならない部分から後方に突出する状態に設けられている。つ
まり、付加壁５０４の上縁部、右側縁部及び下縁部を略Ｕ字状若しくはコの字状に取り囲
みつつ、上端縁と下端縁を本体壁９２ａに一体化している。更に、保護壁５００の前後長
が、カバー側封止部９２２の前後寸法より長くされている。そして、カバー部材９２のケ
ース部材８１への装着を完了したときに、保護壁５００の後端部は、カバー側封止部９２
２における封止本体９２２ｄの配置位置より後側に配置される。また、このとき、保護壁
５００と、第１のカバー側封止部９２２（１）及び第２のカバー側封止部９２２（２）と
の間は間隔（約５ｍｍの間隔）が設けられる
【０１１１】
　また、下方に配置される保護壁５００も、上方に配置される保護壁５００と同様な構成
を備える。つまり、図１９及び図２０に示すように、下方の付加壁５０５の外縁部のうち
で、本体壁９２ａと一体とならない部分から後方に突出する状態に設けられている。つま
り、付加壁５０５の上縁部、右側縁部及び下縁部を略Ｕ字状若しくはコの字状に取り囲み
つつ、上端縁と下端縁を本体壁９２ａに一体化している。更に、保護壁５００の前後長が
、カバー側封止部９２２の前後寸法より長くされている。そして、カバー部材９２のケー
ス部材８１への装着を完了したときに、保護壁５００の後端部は、カバー側封止部９２２
における封止本体９２２ｄの配置位置より後側に配置される。また、このとき、保護壁５
００と、第３のカバー側封止部９２２及び第４のカバー側封止部９２２との間は間隔（約
５ｍｍの間隔）が設けられる。
【０１１２】
　封止ピン９６は、「連結部材」の具体例を構成するものであり、図２１に示すように、
頭部９６１と軸部９６２とを備えている。このうち、頭部９６１は、軸部９６２と離間す
る位置に配設される第１の頭部本体９６１ａと、軸部９６２と一体化される第２の頭部本
体９６１ｃと、第１の頭部本体９６１ａ及び第２の頭部本体９６１ｃ間に配設される破断
部９６１ｂと、を備えている。また、この封止ピン９６においては、その一端側から他端
側に向かって、第１の頭部本体９６１ａ、破断部９６１ｂ、第２の頭部本体９６１ｃ、軸
部９６２が同軸上に配設されている。尚、封止ピン９６の一端面（第１の頭部本体９６１
ａの反「破断部９６１ｂ」側の端面）には、工具（ドライバー等）の先端が挿入されて係
止される工具溝９６１ｍが設けられている。
【０１１３】
　破断部９６１ｂは、軸心方向に沿った中央部に向かって外径を徐々に縮小する「くびれ
形状」とされている。この封止ピン９６に工具を用いて所定以上の外力が加えられると、
この強度の低い破断部９６１において破断する。このとき、第１の頭部本体９６１ａが、
軸部９６２から分離した状態となり、封止ピン９６に工具溝９６１ｍが残らないため、こ
の封止ピン９６を操作することが困難となる。
【０１１４】
　軸部９６２には雄ネジ９６２ｍが刻まれているが、この軸部９６２の先端側のネジ溝に
は、所定の接着用物質（図示を省略）が塗布されている。この接着用物質（例えば、スリ
ーボンド社製の商品名（マイクロカプセル）は、液体や固体の芯物質（接着剤）を、ポリ
マーや製膜性の物質を壁膜として被覆したものである。この接着用物質（カプセル剤）と
しては、直径５～３００μｍ程度のものが使用されており、軸部９６２に締め込み力（摩
擦力）が加わると、壁膜が破壊され、内部から接着剤が流出する構成となっている。尚、
本実施例では、接着剤は軸部９６２と異なる色となるように着色（例えば、青色）されて
いる。また、前述の収納部８２ｊには使用前の封止ピン９６が、２個保管されるが、この
保管されるには、流用を避けるために接着用物質（図示を省略）は塗布されていない。
【０１１５】
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　防犯キャップ９８は透明な合成樹脂を用いた一体成形品であり、図２１及び図２２に示
すように、キャップ本体９８ａと、係止脚９８ｂとを備える。また、キャップ本体９８ａ
は、外形が略六角の筒状部９８ｄと、筒状部９８ｄの一端側に配設される天井部９８ｅと
、を備える。また、筒状部９８ｄの外周のうちの１つの面を構成する壁部には、キャップ
本体９８ａの他端側で開口する切り欠き部９８ｆが形成されている。そして、キャップ本
体９８ａにおいて、切り欠き部９８ｆの奥端を構成する部位からは、係止脚９８ｂが略片
持ち梁状に突出している。また、係止脚９８ｂの突端部は、キャップ本体９８ａの他端側
よりも突出する状態とされている。
【０１１６】
　係止脚９８ｂの突端部には断面形状が略三角の係止部（返し部）９８ｇが、キャップ本
体９８ａの外方に突出する状態に形成されている。つまり、この係止部９８ｇを、天井部
９８ｅの上方から目視すると、係止部９８ｇの先端部がキャップ本体９８ａの外側に突出
している。そして、係止脚９８ｂが弾性を備えているため、係合部９８５を外側から内側
に押圧することにより、係止部８５がキャップ本体９８ａの内側方向に移動するものとさ
れている。
【０１１７】
　キャップ本体９８ａは、キャップ挿入部９２２ｂの空間形状と略凹凸の反転した外形を
備えているため、キャップ本体９８ａの横断面が、キャップ挿入部９２２ｂの横断面より
も僅かに小さい寸法とされているため、このキャップ本体９８ａをキャップ挿入部９２２
ｂ内に挿入可能である。
【０１１８】
　ＩＣタグカバー３００は、図１０に示すように、略Ｌ字状に屈曲する板状体によって構
成され、前板部３００ａと、後板部３００ｂとを備えている。このうち、前板部３００ａ
は正面視で略矩形状とされる板形状に構成されるとともに、上端側及び後端側を除く部位
を、前方に膨出させている。また、前板部３００ａの上端側には、ビス装着用の切り欠き
部３００ｃが前板部３００ａの上端面及び前後面で開口する状態に形成され、前板部３０
０ａの下端側には、ビス装着用の切り欠き部１０００ｄが前板部３００ａの上端面及び前
後面で開口する状態に形成されている。また、後板部３００ｂは側面視で略矩形状とされ
る板形状に構成されるとともに、上端側及び後端側を除く部位を右方に凹ませている。
【０１１９】
　ＩＣタグ３２０は、略コの字形の横断面形状を備える板状体として構成され、ＩＣタグ
が内蔵されているている。このＩＣタグ３２０を、例えば、外郭体と、その内部に埋設さ
れた識別用部材本体（ＩＣチップ及びアンテナ等）とで構成することができる。そして、
ＩＣチップとしては、例えば、主制御基板ケース８０に収納される配線基板（主制御基板
２００）を識別するための識別情報の書き込み及び読み出しが可能な記憶手段を有するも
のを例示することができる。
【０１２０】
（４）主制御基板ケース８０の組立方法
　カバー部材９２がケース部材８１に対して以下の状態（以下、「閉鎖取付状態」という
。）に取り付けられると、ケース部材８１の開放部８２１がカバー部材９２で閉鎖されて
、カバー部材９２はケース本体８１とともに内部に主制御基板２００を収納する収納体を
構成する。但し、このカバー部材９２のケース部材８１への取付に先だって、主制御基板
２００がビス等を用いてカバー部材９２の内側に固定されるとともに、主制御基板２００
に設けられたコネクターを、挿通孔９２ｉを通じてカバー部材９２の外部に突出させる。
【０１２１】
　カバー部材９２をケース部材８１に閉鎖取付状態で取り付けると、図２１に示すように
、（ａ）カバー側封止部９２２の各封止本体９２２ｄが、ケース側封止部８７の対応関係
にある封止本体８７ｃと重ね合わせた状態とされる。このとき、（ｂ）上部挿入壁９２ｂ
、下部挿入壁９２ｄ、及び左係合壁９２ｅがケース本体８２の内側に挿入され、（ｃ）上
部挿入壁９２ｂの各係合部９２ｐが、上部スライド溝８２ｍの対応する被係合部８２ｐに
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係合し、上部挿入壁９２ｂの上部スライド溝８２ｍからの抜け止めが図られ、（ｄ）下部
挿入壁９２ｄの各係合部９２ｐが、下部スライド溝８２ｎの対応する被係合部８２ｐに係
合し、下部挿入壁９２ｄの下部スライド溝８２ｎからの抜け止めが図られるとともに、（
ｅ）左係合壁９２ｅの係止部９２１ｅに、突起形状の被係止部８２２ｅが挿入された状態
となる。
【０１２２】
　但し、カバー部材９２を、ケース部材８１に装着する作業においては、カバー部材９２
をケース部材８１に対して「閉鎖取付状態」で取り付ける際には、以下の手順に従う。つ
まり、図２３に示すように、カバー部材９２をケース部材８１に対して、右方向にずらし
た状態（閉鎖取付状態を基準として右方向にずらした状態）で取り付ける（図２３中の矢
印Ｍを参照）。具体的には、（Ａ）上部挿入壁９２ｂ、下部挿入壁９２ｄ、及び左係合壁
９２ｅがケース本体８１の内側に挿入し、（Ｂ）上部挿入壁９２ｂの各係合部９２ｐの左
半部に切り欠き部９２ｒを通じて、上部スライド溝８２ｍの対応する被係合部８２ｐを進
入させ、（Ｃ）下部挿入壁９２ｄの各係合部９２ｐの左半部に切り欠き部９２ｒを通じて
、下部スライド溝８２ｎの対応する被係合部８２ｐを進入させる。この状態（以下、「初
期取付状態」という。）のとき、突起形状の被係止部８２２ｅは係止部９２１に、未だ進
入しないものとされる。
【０１２３】
　カバー部材９２を「初期取付状態」にした後、カバー部材９２を左方向にスライドする
と、カバー部材９２は「閉鎖取付状態」となる（図２３中の矢印Ｎを参照）。つまり、（
Ｄ）上部挿入壁９２ｂの各係合部９２ｐの右半部に、上部スライド溝８２ｍの対応する被
係合部８２ｐを進入し、下部挿入壁９２ｄの各係合部９２ｐの右半部に下部スライド溝８
２ｎの対応する被係合部８２ｐを進入し、カバー部材９２の各係合部９２ｐが対応する被
係合部８２ｐに抜け止め状態（前後への抜け止め状態）に係合すると共に、（Ｅ）突起形
状の被係止部８２２ｅが係止部９２１に挿入されて、左係合壁９２ｅの左端側がケース部
材８１の左側方に接触する。
【０１２４】
　このように、カバー部材９２がケース部材８１に対して「閉鎖取付状態」で取り付けら
れると（装着されると）、図２１に示すように、カバー側封止部９２２の封止本体９２２
ｄと、ケース側封止部８７の封止本体８７ｃとが重ね合わせされた状態（接触する状態に
対向配置される状態）となると共に、カバー部材９２の右側壁９２ｃが、ケース部材８１
の右側壁部８２ｃと当接する。このとき、上部挿入壁９２ｂの各係合部９２ｐの右半部に
対して、上部スライド溝８２ｍの対応する被係合部８２ｐが進入し、下部挿入壁９２ｄの
各係合部９２ｐの右半部に対して、下部スライド溝８２ｎの対応する被係合部８２ｐが進
入することで、計２０個の係合部９２ｐが各々対応する被係合部８２ｐに対して抜け止め
方向（前後）に係合することになる。同時に、係合突起８２２ｅ及び係合孔９２１ｅに係
合する。これにより、ケース部材８１に装着されたカバー部材９２を前方に取り外すこと
ができなくなる。しかも、カバー側封止部９２２におけるカバー側合部９２２ｅがケース
側封止部８７におけるケース側合部８７ｆと当接し、カバー側封止部９２２における封止
本体９２２ｄに設けられたビス装着孔９２２ｆと、ケース側封止部８７における封止本体
８７ｃに設けられたビス装着孔８７ｄとが同心上に位置合わせされつつ前後に連通する。
【０１２５】
　このとき、図２１に示すように、カバー部材９２における封止本体９２２ｄの後面部及
びケース部材８１における封止本体８７ｃの前面部とによって重ね合わせ部（重ね合わせ
面）Ｋが形成される。この際、上方に並ぶ２個の重ね合わせ部Ｋ、Ｋは、「カバー部材９
２及びケース部材８１からなる一体品の右側面部」と、上方の保護壁５００とで包囲され
た状態となる。同様に、下方に並ぶ２個の重ね合わせ部Ｋ、Ｋは、「カバー部材９２及び
ケース部材８１からなる一体品の右側面部」と、下方の保護壁５００とで包囲された状態
となる。尚、何れの重ね合わせ部Ｋの前方側も、対応する付加壁５０４、５０５によって
遮られるが、何れもの重ね合わせ部Ｋの後方側も、対応する保護壁５００、５００の後端
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に形成される開口部５００Ｋを通じて開放される。
【０１２６】
　カバー部材９２がケース部材８１に対して「閉鎖取付状態」で取り付けられると、カバ
ー部材９２のＩＣタグ装着部９２２ｇと、ケース部材８１のＩＣタグ装着用の凹部８７Ｒ
とが、「カバー部材９２及びケース部材８１の一体品」の左側面部で略面一となり、ＩＣ
タグ装着部ＩＲを構成する（図１０を参照）。
【０１２７】
　また、このように、カバー部材９２がケース部材８１に対して「閉鎖取付状態」で取り
付けられた後、主制御基板ケース８０の封止が行われる。すなわち、主制御基板ケース８
０の封止は、（ａ）前後に連通する４組のビス装着孔９２２ｆ、８７ｄのうちので、最上
部に位置するものと、最下部に位置するものに封止ピン９６を装着し（図１０を参照）、
その後、（ｂ）封止ピン９６が装着されたビス装着孔９２２ｆ、８７ｄの前方に位置する
キャップ挿入部９２２ｂに防犯キャップ９８を装着することで行われる（図９を参照）。
以下、この封止ピン９６及び防犯キャップ９８の装着作業について説明する。
【０１２８】
　先ず、図２１に示すように、封止ピン９６の先端部（軸部９６２の先端部）を先頭に、
対象となるキャップ挿入部９２２ｂを通じて、封止ピン９６を対象となるビス装着孔９２
２ｆ、８７ｄの方向に向かって挿入する。そして、封止ピン９６の工具溝９６１ｍに先端
部を装着している工具（ドライバー等）を回転させると、封止ピン９６の軸部９６２が対
象となる封止本体９２２ｄ、８７ｃ（ビス装着孔９２２ｆ、８７ｄの内壁を構成する部分
）を僅かに削りつつ、これらの封止本体９２２ｄ、８７ｃに螺着する。このとき、封止ピ
ン９６は後方に向かって螺進することになるが、この螺進は、封止ピン９６の頭部９６１
の座面（第２の頭部本体９６１ｃの座面）が、対象となる封止本体９２２ｄに当接するま
で行われる。また、封止ピン９６の先端部は、ケース部材８１を構成する筒状部８７ｅに
移行する。
【０１２９】
　このように、封止ピン９６を締め込むと、軸部９６２のネジ溝内の接着用物質を構成す
る壁膜が破壊され、接着剤が流出する。そして、軸部９６２の先端側が青色に着色される
とともに、対象となる封止本体８７ｃ及び筒状部８７ｅに接着される。更に、この封止ピ
ン９６を締め切ったところで、封止ピン９６の頭部９６１の座面と対象となる封止本体９
２２ｄとの間の摩擦力が増大するため、図２４に示すように、封止ピン９６は強度が低い
破断部９６１ｂにおいて破断し、第１の頭部本体９６１ａが「封止ピン９６のその他の部
位」から分離する。このため、封止ピン９６には工具溝９６１ｍが装着しない状態となる
とともに、封止本体８７ｃ及び筒状部８７ｅに接着された状態となるため、この封止ピン
９６を取り外することは困難となる。
【０１３０】
　この後、図２４に示すように、防犯キャップ９８が対応するキャップ挿入部９２２ｂに
装着される。この装着作業は、天井部９８ｅを手前側に係止脚９８ｂの突端を先頭にしつ
つ、係止脚９８ｂとキャップ係止部９２２ｇとを前後に位置合わせしつつ行われ、係止部
９８ｇをキャップ係止部９２２ｇに係止された段階で終了する（図２５を参照）。この装
着作業に際しては、係止部９８ｇの突端部がキャップ挿入部９２２ｂによってキャップ挿
入部９２２ｂの内側に向かって押圧され、撓んだ状態となる。そして、キャップ係止部９
２２ｇに到達したところで、キャップ係止部９２２ｇ後部の空間部に進入するため、係止
部９８ｇへのキャップ挿入部９２２ｂからの押圧が解除される。このため、係止脚９８ｂ
は変形前の状態を復元しつつ、係止部９８ｇがその後方からキャップ係止部９２２ｇに係
止され、防犯キャップ９８のキャップ挿入部９２２ｂからの抜け止めが図られる。
【０１３１】
　ＩＣタグ３２０は、ＩＣタグ装着部ＩＲに略コ字状に挟み込む状態に装着され、ＩＣタ
グカバー３００によって固定される。このＩＣタグカバー３００は、前板部３００ａ上下
の切り欠き部３００ｃ、３００ｄに軸部を挿通させたビス３５０を用いて、前板部３００
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ａをカバー部材９２に固定することによって行われる。つまり、上下の筒状部９２１ｔ、
９２１ｔに対してビス３５０の軸部を螺着すると、ビス３５０の頭部と、ＩＣタグ装着部
９２２ｇとで、ＩＣタグカバー３００及びＩＣタグ３２０を挟持された状態となる。
【０１３２】
　また、パチンコホールの店員等が、主制御基板ケース８０を開放（正規に開放）する場
合には、例えば、以下の手順で行われる。先ず、保護壁５００の開口部５００Ｋから工具
（ニッパー等）を挿入し、ケース側封止部８７の窪み部８７ｇに工具（ニッパー等）を当
て切断し、リブ８７ａの突出方向中間部を破断する。これにより、ケース本体８２と封止
本体８７ｃとを分離することができる。このため、ケース部材８１とカバー部材９２との
封止部位（封止本体８７ｃ及び封止本体９２２ｄに封止ピン９６を挿入した箇所）からケ
ース部材８１側から分離することができ、ケース部材８１とカバー部材９２との封止を解
除できる。
【０１３３】
　そして、カバー部材９２をケース部材８１から取り外すと、封止ピン９６、封止本体８
７ｃ、筒状部８７ｅ及びフランジ部８７ｆがカバー部材９２側に残される。このとき、ケ
ース本体８２及び封止本体８７ｃの間に破壊箇所が残るため、これらを視認する者（パチ
ンコホールの店員等）は、主制御基板ケース８０の開放が既に行われたことを、直ちに認
識することができる。
【０１３４】
　尚、カバー部材９２及びケース部材８１を再度、封止する場合、カバー部材９２をケー
ス部材８１に対して再度「閉鎖取付状態」で取り付けた後、残りの２組のビス装着孔９２
２ｆ、８７ｄに封止ピン９６を装着し、その後、封止ピン９６が装着されたビス装着孔９
２２ｆ、８７ｄの前方に位置するキャップ挿入部９２２ｂに防犯キャップ９８を装着すれ
ばよい。
【０１３５】
（５）不正行為への対応
　以上の主制御基板ケース８０では、前後に連通する４組のビス装着孔９２２ｆ、８７ｄ
のうちので、最上部に位置するものと、最下部に位置するものと、が封止ピン９６で封止
される。このため、主制御基板ケース８０を不正に開放しようとする者は、最上部に位置
する重ね合わせ部Ｋに沿って工具（ディスクグラインダー等）を挿入して、この重ね合わ
せ部Ｋに配設された封止ピン９６を破壊するとともに、最下部に位置する重ね合わせ部Ｋ
に沿って工具（ディスクグラインダー等）を挿入して、この重ね合わせ部Ｋに配設された
封止ピン９６を破壊しようとする。ところが、本主制御基板ケース８０では、上方に並ぶ
２個の重ね合わせ部Ｋ、Ｋが、上方の保護壁５００で包囲された状態とされ、下方に並ぶ
２個の重ね合わせ部Ｋ、Ｋは、下方の保護壁５００で包囲された状態とされている。
【０１３６】
　従って、不正行為者が、重ね合わせ部Ｋ、Ｋに沿って工具Ｊを挿入しようとすると、先
ず、保護壁５００を破壊（切断等）することとなる。つまり、図２５（ａ）に示すように
、重ね合わせ部Ｋ、Ｋに沿って工具Ｊを挿入させると、図２５（ｂ）に示すように、保護
壁５００に破壊部５９０を生ずることになるため、これらを視認する者（パチンコホール
の店員等）は、主制御基板ケース８０が不正に開放されたことを直ちに認識することがで
きる。
【０１３７】
（６）実施例の効果
　本実施例の主制御基板ケース８０では、保護壁５００が重ね合わせ部Ｋの周囲に設けら
れているため、工具Ｊを重ね合わせ部Ｋに沿って挿入させ、封止ピン９６破壊しようとす
ると、先ず、ケース側封止部８７及びカバー側封止部９２２とは別に構成される保護壁５
００が破壊されることになる。一方、パチンコホールの店員等が正当に主制御基板ケース
８０を開封する場合、保護壁５００が破壊されないため、保護壁５００の有無により、不
正行為が行われた否かを判断することが容易である。よって、本実施例の主制御基板ケー
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ス８０によると、「不正行為の実行」を早期に発見することができる。
【０１３８】
　また、本実施例の主制御基板ケース８０によると、不正行為者が不正行為を試みたが未
遂であった場合も、保護壁５００に破損を生ずるため、パチンコホールの店員等が不正行
為が試みられた痕跡を発見することが容易である。このため、例えば、対象となる遊技機
１が不正行為者のターゲットとなり易い機種であるか否か等を判別することも容易である
。更に、本実施例の主制御基板ケース８０によると、「不正行為の実行」を行う者が、保
護壁５００が設けられていることを確認すると、「不正行為の実行」を中止する場合もあ
るため、この保護壁５００が、不正行為の実行を抑止する効果を期待できる。
【０１３９】
　更に、本実施例の主制御基板ケース８０では、重ね合わせ部Ｋが上下に離間する２箇所
に形成され、各々に別個の保護壁５００が設けられているため、不正行為を行おうとする
者は、両保護壁５００を破壊することになる。このため、不正行為が施された後に、離間
する複数の保護壁５００に破壊の痕跡が残る。従って、これらを視認する者（パチンコホ
ールの店員等）は、「不正行為の実行」を、更に容易に発見することができる。また、「
不正行為の実行」を行おうとする者は、離間する複数の保護壁５００を工具Ｊで破壊する
ことがことが必要であることに気づき、「不正行為の実行」を諦める可能性がある。この
場合も、不正行為の実行を抑止する効果を期待できる。
【０１４０】
　更に、本実施例の主制御基板ケース８０では、保護壁５００が重ね合わせ部Ｋよりも、
大きな外周を備える。従って、本実施例の主制御基板ケース８０では、重ね合わせ部Ｋの
みが単独で破壊される場合に比べて、大きな傷を露呈させることができるため、「不正行
為の実行」を、更に容易に一層発見することができる。
【０１４１】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各
請求項に記載した範囲を逸脱しない限り、各請求項の記載文言に限定されず、当業者がそ
れらから容易に置き換えられる範囲にも及び、かつ、当業者が通常有する知識に基づく改
良を適宜付加することができる。
【０１４２】
　即ち、図２６（ａ）に示す変形例１に示すように、障害部を重ね合わせ部の周囲（封止
ピン９６の周囲）に所定の間隔をおいて配設される柱状体５１０によって構成することが
できる。この変形例１では、上方に並ぶ２個の重ね合わせ部の周囲（封止ピン９６の周囲
）と、下方に並ぶ２個の重ね合わせ部の周囲（封止ピン９６の周囲）に柱状体５１０を連
続配置し、略格子状の障害部５００Ｓを形成している。この変形例１によると、隣合う柱
状体５１０の隙間から、封止ピン９６、封止本体９２２ｄ、８７ｃ、窪み部８７ｇの状態
が確認し易くなる。このため、「不正行為の実行」をより確実に発見することができる。
また、図２６（ｂ）に示す変形例２に示すように、変形例１よりも少ない数の柱状体５１
０で障害部を構成してもよい。例えば、封止ピン９６の真横、鉛直上方、鉛直下方等、不
正行為者が使用する工具が必然的に通過する部位に限定して柱状体５１０を配置してもよ
い。
【０１４３】
　また、重ね合わせ部（封止ピン９６の周囲）の周囲を保護壁５００で包囲する場合等に
は、図２３に示す変形例３のように、カバー側封止部９２２から筒状部９２２ｅを排除し
、カバー側封止部９２２の構造の単純化等を図ることもできる。この場合、付加壁５０４
、５０５の開口部５０４ａ、５０４ａを、ゴム製の蓋５８０等の着脱容易な蓋体で塞ぐだ
けでも、保護壁５００の作用で封止ピン９６の周囲を保護することができる。更に、本実
施例では、複数の重ね合わせ部Ｋを対象とする障害部（保護壁５００）を例示したが、障
害部を個々の重ね合わせ部Ｋ毎に設けることもできる。
【０１４４】
　また、本実施例では、カバー本体９２１の右側面部とで重ね合わせ部Ｋの全周を包囲す
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る態様を例示したが、重ね合わせ部Ｋの全周のうちで一部にのみ障害部を配設してもよい
。また、本実施例では、保護壁５００はカバー部材９２に設けたが、ケース部材８１に設
けられてもよい。また、カバー部材９２及びケース部材８１に保護壁５００を設け、カバ
ー部材９２がケース部材８１に対して「閉鎖取付状態」で取り付けられたきに、両者が一
体化されてもよい。更に、本実施例では、主制御基板ケース８０の一つの側面部に、カバ
ー側封止部９２２、ケース側封止部８７及び保護壁５００を設ける態様を例示したが、主
制御基板ケース８０の複数の側面部にこれらを設けることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明は、遊技機を製造、販売等する分野において利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の実施例に係る遊技機を示す斜視図である。
【図２】本発明の実施例に係る遊技機を示す正面図である。
【図３】本発明の実施例に係る遊技機において本体枠等を説明するための概略的な説明図
である。
【図４】本発明の実施例に係る遊技機において遊技盤を示す正面図である。
【図５】（ａ）は左下表示装置の概略的な正面図であり、（ｂ）は右下表示装置の概略的
な正面図である。
【図６】本発明の実施例に係る遊技機を示す裏面図である。
【図７】本発明の実施例に係る電子制御装置を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施例に係る電子制御装置を示すブロック図である。
【図９】実施例に係る主制御基板ケースを遊技機の裏側から観察した説明図である。
【図１０】実施例に係る主制御基板ケースの分解斜視図である。
【図１１】実施例に係るケース部材の平面図である。
【図１２】図１１のａ－ａ断面図である。
【図１３】実施例に係る主制御基板ケースの分解縦断面図である（図１１のｂ－ｂ断面に
相当する。）
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は係合突起８２２ｅ及び係合孔９２１ｅの関係を説明するた
めの説明図である。
【図１５】カバー側封止部及びケース側封止部８７の縦断面図である。
【図１６】（ａ）はケース側封止部８７の平面図であり、（ｂ）はケース側封止部８７の
横断面図である（図１５のｈ－ｈ断面に相当する。）。
【図１７】カバー部材の平面図である。
【図１８】カバー部材の底面図である。
【図１９】保護壁を説明するための断面図である（図１５のｋ－ｋ断面に相当する。）。
【図２０】図１９の一部拡大底面図である。
【図２１】実施例に係る主制御基板ケースの封止方法を説明するための説明図である。
【図２２】（ａ）は実施例において防犯キャップを示す平面図であり、（ｂ）は防犯キャ
ップを示す正面図である。
【図２３】実施例に係る主制御基板ケースの組み付け方法を説明するための説明図である
。
【図２４】実施例に係る主制御基板ケースの組み付け方法を説明するための説明図である
。
【図２５】実施例に係る主制御基板ケースを用いた不正行為への対応を説明するための説
明図である。
【図２６】（ａ）は変形例１を説明するための説明図であり、（ｂ）は変形例１を説明す
るための説明図である。
【図２７】変形例３を説明するための説明図である。
【図２８】（ａ）及び（ｂ）は従来例を説明するための説明図である。
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【符号の説明】
【０１４７】
　８０；主制御基板ケース（制御基板収納ケース）、
　８１；ケース部材（第１のケース部材）、
　８２；ケース本体（第１のケース本体）、
　８７ｃ；封止本体（第１の封止部）。
　９２；カバー部材（第２のケース部材）、
　９６；封止ピン（連結部材）、
　９２１；カバー本体（第２のケース本体）、
　９２２ｄ；封止本体（第２の封止部）、
　５００；保護壁（障害部）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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